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向島
牛ケ頸
南端

竹島南西端

E（藤尾鼻東端）と
F（幸崎西端）とを
結んだ線の中央点

へ

1,300M

I

月崎南端

K
宇部市と山口市との
最大高潮時海岸線に
おける境界点

D

亀浦4丁目に
設置した標識

Q 宇部岬漁港旧防波堤
灯台跡に設置した標識

G  宇部岬漁港八号
護岸南東端

P 東見初埋立地護岸南東端

O

N
宇部線真締川
橋りょう左岸南角

宇部線真締川
橋りょう右岸南角

真締川

B

芝中沖埋立地-10.0メートル岸壁西端から
西へ120メートルの点に設置した標識

A

西沖干拓護岸東端から護岸沿いに
西へ1,080メートルの点に設置した標柱

イ

4,400M

180°

ロ
6,500M

C 福岡県と大分県の境界（山国川河口中央点）

ハ 6,000M

180°

L

M

宇部線厚東川橋りょう
左岸下流側基部

宇部線厚東川橋りょう
右岸下流側基部

厚東川
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山口宇部空港

Q 宇部岬漁港旧防波堤灯台に設置した標識

東見初埋立地護岸南東端
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亀浦四丁目に
設置した標識

宇部市
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